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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第126期

第２四半期連結
累計期間

第126期
第２四半期連結
会計期間

第125期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 41,319 21,768 80,208

経常利益（△経常損失）（百万

円）
△571 △332 1,906

四半期（当期）純利益（△純損

失）（百万円）
△893 △596 770

純資産額（百万円） － 21,260 21,545

総資産額（百万円） － 81,078 72,136

１株当たり純資産額（円） － 119.53 130.95

１株当たり四半期（当期）純利益

（△純損失）金額（円）
△6.02 △4.02 5.19

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 21.9 27.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
379 － 1,751

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,879 － △3,021

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
4,081 － 400

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 2,814 2,259

従業員数（人） － 2,545 2,330

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には、消費税は含んでおりません。

３．第126期第２四半期連結累計期間及び第126期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

第125期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。なお、主要な関係会社の異動については、照明機器事業の強化を目的としてダイア蛍光㈱の株式

を取得し子会社化しております。

　

　

　

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。　

　

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有割合
又は被所有割合

(％)
関係内容

（連結子会社）

ダイア蛍光㈱
東京都品川区 90 照明機器 67 役員の兼任　１名

（持分法適用関連会
社）

㈱ケンコク
(注)２．

大阪市西淀川
区

31 塗料
34
(34)

当社製品の販売
　

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。　

　　　２．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 2,545 (450)

　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第２四半

期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人）                      534 (52)

　（注）　従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり臨時雇用者

（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第２四半期会計期間の平均人員を（　）外

数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金　額（百万円）

塗料事業 17,800

蛍光色材事業 355

照明機器事業 3,048

合　　計 21,203

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は一部特需関係等を除き主として見込生産によっておりますので、受注な

らびに受注残等について特に記載すべき事項はありません。

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金　額（百万円）

塗料事業 18,158

蛍光色材事業 362

照明機器事業 2,411

その他事業 835

合　　計 21,768

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相　手　先

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
　　至　平成20年９月30日）

金額（百万円） 割合（％）

三菱商事㈱ 4,521 20.7

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。

　（１）業績の状況

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とする金融市場の混

乱から景気減速が全世界に拡大するなか、原油価格や原材料価格の高騰による企業収益の悪化や、個人消費に加

えて民間設備投資にもかげりがみられるなど、景況感は急速に悪化する状況となりました。

　このような状況のもと、「企業成長路線」を基本戦略とする新中期経営計画（３ヵ年計画）の２年目を迎えた

当社グループは、製品価格の適正化と原価低減、生産効率向上による製造コストの圧縮等、既存事業の収益力維持

努力に加え、引続き顧客志向の徹底と優位性ある商品・サービスの提供に努めるとともに、海外事業、特に中国市

場における戦略テーマを積極的に推進するほか、グループ各社の連携強化に注力してまいりました。

　当第２四半期連結会計期間の連結業績の売上高につきましては、主力の塗料事業で構造物塗料が好調に推移し

たことと、新たに連結子会社となったThai DNT Paint Mfg. Co.,Ltd.の寄与もあり、照明機器事業は主要顧客である

百貨店等の流通業界の設備投資の縮小等の影響により減収となったものの、２１７億６千８百万円となりまし

た。

　一方、利益面につきましては、塗料事業において高騰が続く原材料費の大幅な上昇を販売価格に十分に転嫁でき

なかったこと、照明機器事業においては売上高の減少により減益となったこと、加えて今期の特別な要因として

内部統制と連携した基幹システムの切り替えを実施、これに伴う立ち上げ費用の発生で経費が大幅に増加したこ

ともあり、連結営業損失は６千３百万円、同経常損失は３億３千２百万円、同純損失は５億９千６百万円となりま

した。

　

　　　　　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

［塗料事業］

　一般塗料分野

　一般塗料分野では、改正建築基準法の影響が残る建築塗料は販売数量・金額とも減少しましたものの、構造物

塗料が指名活動強化による物件獲得により引き続き好調を維持し、塗料事業の牽引役となりました。

　工業塗料分野

　工業塗料分野では、当社が得意とする住宅建材用塗料が需要の回復を受け伸長し、更に粉体塗料が新規ユー

ザー開発と不採算商品の価格是正により好調に推移しましたものの、プラスチック塗料が販売数量・金額とも

に低調に推移しました。

　この結果、塗料事業全体の売上高は１８１億５千８百万円となりましたが、営業利益は上述の利益圧迫要因があ

り３億６千４百万円となりました。

　［蛍光色材事業］

　蛍光色材事業では、主力の蛍光顔料が堅調に推移しましたものの、円高による輸出採算の低下に加え、原材料価

格の高騰が利益圧迫要因となりました。

　この結果、売上高は３億６千２百万円、営業利益は３千９百万円となりました。

　［照明機器事業］

　照明機器事業では、主力の店舗照明部門にあっては百貨店等の店舗改装時期繰延べ、新規出店減少、改装規模縮

小の影響があり、また建築化照明部門にあっては改正建築基準法の影響が引き続き見られました。一方、紫外線部

門では大型案件を獲得しました。

　この結果、照明機器事業全体の売上高は２４億１千１百万円、営業利益は内部統制対応費用の増加により１億７

千２百万円となりました。

　［その他事業］

その他事業の売上高は８億３千５百万円、営業利益は４千６百万円となりました。
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　（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、当第２四半期連結会計期間末におけ

る現金及び現金同等物（以下「資金」という）は２８億１千４百万円となり、前四半期連結会計期間末と比較し

て８億９千２百万円の増加となりました

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　当第２四半期連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、１８億３千５百万円となりました。これは

税金等調整前四半期純損失３億３千万円とたな卸資産の増加５億３千４百万円、減価償却費５億３千１百万円、

及び仕入債務の増加２１億７千１百万円を主因とするものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

　当第２四半期連結会計期間における投資活動の結果支出した資金は、３４億８百万円となりました。これは主に

有形固定資産取得による支出６億４千７百万円と連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出２７億

４千５百万円によるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は、２４億３千６百万円となりました。これは

長期借入金の返済による支出７億１千４百万円と短期借入金の減少による支出４億４千８百万円、及び長期借入

れによる収入３６億円を主因とするものです。

　（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　　　　１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の

者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上

に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に

応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができな

い可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グ

ループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要

な情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必

要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

　　　　２．基本方針の実現に資する取組み

　当社は、昭和４年に島津、三菱、大倉の共同出資により設立された企業であり、今日まで塗料製造を基軸とした事

業活動を営んでまいりました。

　現在、当社及び当社グループは、塗料、蛍光色材及び照明機器の製造販売を主な事業領域としておりますが、当社

グループの企業価値の主な源泉は、「国家社会の繁栄に奉仕し得る将来性ある企業足るべし」という創業精神の

もとに、永年に亘ってお届けしている各種製品の品質・性能とサービスが築いたブランド力、顧客との信頼関係

にあると考えております。特にコア事業である塗料事業におきましては、起業の礎となった錆止め塗料「ズボイ

ド」をはじめ、市場から絶大な支持を得てまいりました防食塗料、その他の独創的な塗料技術は、地球環境や資源

を護り、広く社会の繁栄、豊かな暮らしの実現に貢献し得たものと自負いたしております。このような創業以来の

当社及び当社グループの取組みの積み重ねが企業文化、あるいは「ＤＮＴ」ブランドとして結実し、現在の企業

価値の源泉になっており、今後も企業文化の継続発展を通して当社の社会的存在意義を高めることが、結果とし

て企業価値及び株主共同利益の最大化につながるものと考えております。

　当社グループの経営戦略の基本命題は、コアビジネスである塗料事業の継続的成長を図り、市場の好・不調に影

響されることの少ない高収益事業とすることにあります。しかしながら、近年のデフレ型の景気動向のもとでの

国内市場の構造変化、海外市場の急速な変貌、更には原油、ナフサ価格急騰に伴う塗料用原材料価格高騰の影響等

により、企業価値・株主共同の利益の確保・向上は容易ではありません。
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　そこで当社グループでは、去る平成16年より実施してまいりました中期経営改善計画、即ち生産体制の集約・効

率化、要員削減等による「コスト競争力の強化」と、ユーザー・顧客志向の組織活動と営業力・技術開発力の強

化による「ユーザーへの訴求力向上」を柱とする３ヵ年計画に続き、昨年４月より新中期経営計画（３ヵ年計

画）を展開実施いたしております。具体的には、

　　① コア事業である国内塗料事業の高収益化、即ち、経営資源のシフト・効率配分による収益基盤の拡大

　　② 海外事業の戦略展開、即ち、中国市場を中心とした海外塗料事業の積極展開

　　③ 新しい収益源となる事業の育成・開発、即ち、商品開発・研究体制の強化による新しい塗料、ファインケミカル

及び顔料等の業際分野の事業開発・育成

　　④ 生産拠点の合理化・集約化による、もう一段のコスト競争力強化、即ち、省力化・合理化投資によるグループ

トータル生産コストの圧縮

　　⑤ 内部統制システム、新基幹業務システムの構築による企業倫理の徹底と業務執行の適正性維持、強化

を必達目標として掲げ、経営基盤の整備とともに地球環境保全活動、適切な情報開示、社会貢献活動など企業の社

会的責任を誠実に果たしてまいります。

　当社グループは、広く社会にとって有用な商品・サービスを提供し、消費者・顧客の満足と信頼を獲得すること

が、歴史と伝統ある島津系・三菱系企業の一員としての使命であると認識し、今後とも様々なステークホルダー

と良好な関係を維持・発展させて経営基盤を強化し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上を図ってまいりま

す。

　　　　３．基本方針にかかる取組みの具体的内容

　当社は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株券等の大規模買付を

防止し、もって当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるために、平成20年３月19日開催の

取締役会決議を経て「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」とい

う）を導入いたしましたが、その有効期限を平成20年６月27日開催の第125期定時株主総会終結の時までとし、あ

らためてその導入について、同総会において株主の皆様にご承認いただきました。

　本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け、または公

開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買

付けを行う者を対象者として、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、

株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者と

の交渉の機会を確保するためのものであります。

　大規模買付者があらかじめ定めるルールを遵守しない場合、または当該大規模買付等が当社の企業価値・株主

共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合、当社取締役会の決議に基づき発動する対抗措置として

は、原則として新株予約権の無償割当てを行うこととします。ただし、かかる判断に当たっては、当社取締役会か

ら独立した独立委員会の勧告を最大限に尊重します。

　なお、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ホームページ「当社株券等の大規模買付行為に

関する対応策（買収防衛策）」（http://www.dnt.co.jp/japanese/imagepdf/bouei20080627.pdf）をご参照ください。

　　　　４．基本方針にかかる取組みについての当社取締役会の判断及びその判断にかかる理由

　本プランは、大規模買付者が基本方針に沿う者であるか否かを株主の皆様及び当社取締役会が適切な判断をす

るにあたり、十分な情報及び時間を確保する為に定めるものであり、特定の者による大規模買付行為を一概に拒

絶するものではありません。

　本プランの有効期間は３年間としていますが、有効期間満了前であっても株主総会で変更または廃止できるこ

ととし、株主の皆様の意思が反映される仕組みになっております。

　また、対抗措置の発動は、当該大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると判

断される場合など、あらかじめ定められた合理的且つ客観的要件を充足する場合に限定されるとともに、その発

動にあたっては、独立委員会の中立的な判断を重視することとしており、当社取締役会の恣意的判断を排除して

おります。さらに、発動する対抗措置については、あらかじめその内容を株主の皆様に適時に情報開示を行うこと

としております。

　したがって、当社取締役会は、上記３．基本方針にかかる取組みの具体的内容は基本方針に沿うものであり、企

業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則を充足し

ており、当社役員の地位の維持を目的とするものでないと判断しております。

　（４）研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費の金額は３８９百万円であります。また、当第２

四半期連結会計期間において研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、ダイア蛍光㈱が新たに当社の連結子会社となったためその設備が新たに当

社グループの主要な設備となりました。その主要な設備の状況は次のとおりであります。

　

国内子会社 　

会社名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内
容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)建物及び

構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
(面積千㎡) その他 合計

ダイア蛍光㈱

（東京都品川区）
照明機器

照明機器

生産設備
485 249

275

(4,027)
61 1,070 141

　（注）帳簿価格のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。

　なお、金額には消費税等は含まれておりません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　　類 発行可能株式総数（株）

普通株式 466,406,000

計 466,406,000

　

②【発行済株式】

種　　類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 148,553,393 148,553,393

㈱大阪証券取引所

（市場第一部）

㈱東京証券取引所

（市場第一部）

完全議決権株

式であり、権利

内容に何ら限

定のない当社

における標準

となる株式

計 148,553,393 148,553,393 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年 月 日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

 平成20年７月１日～

　

 平成20年９月30日

－ 148,553,393 － 8,827 － 2,443
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住　　　　所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３－１ 8,369 5.63

明治安田生命保険相互会社

（常任代理人　資産管理サービス

信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内２丁目１－１

（東京都中央区晴海１丁目８番12号晴海

アイランドトリトンスクエアオフィスタ

ワーＺ棟）

7,000 4.71

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 6,141 4.13

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２－１ 5,962 4.01

田邊　康秀 大阪市鶴見区 5,137 3.45

富国生命保険相互会社

（常任代理人　資産管理サービス

信託銀行株式会社）

東京都千代田区内幸町２丁目２－２

（東京都中央区晴海１丁目８番12号晴海

アイランドトリトンスクエアオフィスタ

ワーＺ棟）

5,002 3.36

田辺興産有限会社 大阪市鶴見区今津中５丁目９－17 4,440 2.98

ＤＮＴ取引関係持株会
大阪市此花区西九条６丁目１－124

（大日本塗料株式会社総務部内）
4,136 2.78

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（常任代理人　日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目４－５

（東京都港区浜松町２丁目11番３号）
3,184 2.14

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口４Ｇ）
東京都中央区晴海１丁目８－１１ 3,132 2.1

計 － 52,505 35.34

　（注）上記三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の所有株式3,184千株には、信託業務に係る株式はありません。
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（６）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      60,000 －

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 148,258,000 148,258 同上

単元未満株式 普通株式     235,393 － 同上

発行済株式総数 148,553,393 － －

総株主の議決権 － 148,258 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

大日本塗料株式

会社

大阪市此花区西九条

６丁目１番124号
54,000 － 54,000 0.03

塗料販売株式会社

 

東京都千代田区神田

司町２丁目９－１
5,000 － 5,000 0.00

琉球ペイント株式

会社

沖縄県うるま市塩屋

４９４－１
1,000 － 1,000 0.00

計 － 60,000 － 60,000 0.04

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月　別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 142 140 161 148 140 126

最低（円） 121 126 130 125 120 108

　（注）　株価は、㈱東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。
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３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　　（１）新任役員

　　　　　該当事項はありません。

　　（２）退任役員

　　　　　該当事項はありません。

　　（３）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

　　 取締役

常務執行役員

国際本部長

＜担当＞国際本部

　　 取締役　

常務執行役員

国際本部長

兼海外業務部長

＜担当＞国際本部

　

川本　信和　 平成20年10月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,371 2,310

受取手形及び売掛金 19,279 18,798

商品 1,185 989

製品 6,315 4,774

半製品 1,369 1,591

原材料 3,926 3,174

仕掛品 2,432 1,943

繰延税金資産 702 672

その他 2,402 1,647

貸倒引当金 △192 △181

流動資産合計 40,791 35,719

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 19,296 18,326

減価償却累計額 △11,246 △10,584

建物及び構築物（純額） 8,050 7,741

機械装置及び運搬具 23,864 22,561

減価償却累計額 △18,381 △17,403

機械装置及び運搬具（純額） 5,483 5,157

土地 12,337 12,183

リース資産 195 －

減価償却累計額 △17 －

リース資産（純額） 177 －

建設仮勘定 248 165

その他 6,078 5,779

減価償却累計額 △5,059 △4,719

その他（純額） 1,019 1,060

有形固定資産合計 27,316 26,309

無形固定資産

のれん 400 144

リース資産 1,491 －

その他 824 443

無形固定資産合計 2,717 588

投資その他の資産

投資有価証券 4,428 4,854

長期貸付金 36 34

繰延税金資産 3,523 3,254

その他 2,594 1,702

貸倒引当金 △331 △326

投資その他の資産合計 10,252 9,519

固定資産合計 40,286 36,417

資産合計 81,078 72,136
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 24,125 21,977

短期借入金 12,691 8,898

未払法人税等 549 346

その他 6,153 5,813

流動負債合計 43,519 37,036

固定負債

長期借入金 7,733 7,267

繰延税金負債 228 39

再評価に係る繰延税金負債 1,731 1,731

退職給付引当金 4,040 3,987

役員退職慰労引当金 539 503

リース債務 1,621 －

その他 403 24

固定負債合計 16,298 13,554

負債合計 59,817 50,590

純資産の部

株主資本

資本金 8,827 8,827

資本剰余金 2,443 2,443

利益剰余金 4,496 5,756

自己株式 △9 △8

株主資本合計 15,757 17,017

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 640 961

土地再評価差額金 1,454 1,454

為替換算調整勘定 △103 11

評価・換算差額等合計 1,991 2,428

少数株主持分 3,511 2,099

純資産合計 21,260 21,545

負債純資産合計 81,078 72,136
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 41,319

売上原価 30,469

売上総利益 10,850

販売費及び一般管理費 ※
 10,979

営業損失（△） △129

営業外収益

受取利息 4

受取配当金 61

不動産賃貸料 13

受取ロイヤリティー 38

その他 102

営業外収益合計 220

営業外費用

支払利息 243

売上債権売却損 87

為替差損 10

支払補償費 197

持分法による投資損失 33

その他 90

営業外費用合計 662

経常損失（△） △571

特別利益

固定資産売却益 158

特別利益合計 158

特別損失

固定資産処分損 8

固定資産売却損 0

減損損失 93

特別損失合計 103

税金等調整前四半期純損失（△） △516

法人税、住民税及び事業税 352

法人税等調整額 △34

法人税等合計 317

少数株主利益 59

四半期純損失（△） △893
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 21,768

売上原価 16,358

売上総利益 5,410

販売費及び一般管理費 ※
 5,473

営業損失（△） △63

営業外収益

受取利息 2

受取配当金 6

不動産賃貸料 2

受取ロイヤリティー 15

その他 62

営業外収益合計 89

営業外費用

支払利息 124

売上債権売却損 47

為替差損 6

支払補償費 112

持分法による投資損失 6

その他 59

営業外費用合計 357

経常損失（△） △332

特別利益

固定資産売却益 3

特別利益合計 3

特別損失

固定資産処分損 1

固定資産売却損 0

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純損失（△） △330

法人税、住民税及び事業税 275

法人税等調整額 △65

法人税等合計 210

少数株主利益 55

四半期純損失（△） △596
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △516

減価償却費 1,050

減損損失 93

のれん償却額 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △125

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △65

支払利息 243

持分法による投資損益（△は益） 33

固定資産処分損益（△は益） 8

固定資産売却損益（△は益） △158

売上債権の増減額（△は増加） 454

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,057

仕入債務の増減額（△は減少） 2,121

その他 △266

小計 811

利息及び配当金の受取額 75

利息の支払額 △232

法人税等の還付額 54

法人税等の支払額 △328

営業活動によるキャッシュ・フロー 379

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △4

定期預金の払戻による収入 9

有形固定資産の取得による支出 △1,285

有形固定資産の売却による収入 171

投資有価証券の取得による支出 △52

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△2,745

その他 26

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,841

長期借入れによる収入 3,650

長期借入金の返済による支出 △960

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △371

少数株主への配当金の支払額 △78

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,081

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 554

現金及び現金同等物の期首残高 2,259

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,814
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

（１）連結の範囲の変更

　ＤＮＴ滋賀サービスセンター㈱は第

１四半期連結会計期間において清算

したため、連結の範囲から除外してお

ります。また、当第２四半期連結会計

期間より、ダイア蛍光㈱は、新たに当

社が同社の株式67％を取得したため、

連結の範囲に含めております。

（２）変更後の連結子会社の数

　４０社

２．持分法の適用に関する事

項の変更

（１）持分法適用関連会社

　　①　持分法適用関連会社の変更

　当第２四半期連結会計期間より、㈱

ケンコクは、新たに当社の連結子会社

である大日本塗料販売㈱が同社の株

式34％を取得したため、持分法適用の

範囲に含めております。

　　②　変更後の持分法適用関連会社の数

　　　　６社

３．会計処理基準に関する事

項の変更

（１）重要な資産の評価基準及び評価方

法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、主として総平均

法による原価法によっておりました

が、第１四半期連結会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主と

して総平均法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。

　これにより、当第２四半期連結累計

期間の営業損失、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失は、それぞれ46百

万円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

 （２）「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連

結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月

17日）を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。

　これにより、当第２四半期連結累計

期間の営業損失が２百万円増加し、経

常損失及び税金等調整前四半期純損

失が、それぞれ３百万円減少しており

ます。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

　 （３）「リース取引に関する会計基準」

の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会　会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会

計年度に係る四半期連結財務諸表か

ら適用することができることになっ

たことに伴い、第１四半期連結会計期

間からこれらの会計基準等を適用し、

通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産の減価

償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

　 　これにより、当第２四半期連結累計

期間の営業損失が40百万円、経常損失

及び税金等調整前四半期純損失が49

百万円、それぞれ増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。　　　

　　　　

　また、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のリース取引で、所有権

移転外ファイナンス・リース取引と

判定されたものについては、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を適用しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．たな卸資産の評価方法 　たな卸資産の簿価切下げに関しては、収

益性の低下が明らかなものについてのみ

正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行

う方法によっております。

　

　

２．繰延税金資産の回収可

　能性の判断

　前連結会計年度末において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングに、

当第２四半期連結累計期間の業績の影響

を加味したものを使用しております。 

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

　１　保証債務

　　　　（特約店からの売上債権回収に関する保証）　　　　　

　　　　　三菱商事（株）　　　　　　　 5,000百万円

　　　　（その他）

　　　　　工事保証等　　　　　　　　　　　60百万円

　２　受取手形割引高は1,068百万円であります。

　１　保証債務　

　　　　（特約店からの売上債権回収に関する保証）

　　　　　三菱商事（株）　　　　　　　 4,699百万円

　　　　（その他）

　　　　　工事保証等　　　　　　　　　　　60百万円

　２　受取手形割引高は1,271百万円であります。

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　次のとおりであります。

　　　減価償却費　　　　　　　　　 　　310 百万円

　　　貸倒引当金繰入額                  37

　　　給与及び諸手当                 4,572  

　　　退職給付費用                     385

　　　役員退職慰労金繰入額              72

　　　運送保管費                     1,002

　　　販売促進費                       587

　　　研究開発費                       782

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　次のとおりであります。

　　　減価償却費　　　　　　　　　 　　154 百万円

　　　貸倒引当金繰入額                  20

　　　給与及び諸手当                 2,261

　　　退職給付費用                     204

　　　役員退職慰労金繰入額              34

　　　運送保管費                       546 

　　　販売促進費                       316

　　　研究開発費                       377

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

　借対照表に記載されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　　（平成20年9月30日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

現金及び預金勘定                       3,371  

預入期間が３か月を超える定期預金 △

557

現金及び現金同等物 2,814

　

EDINET提出書類

大日本塗料株式会社(E00891)

四半期報告書

23/30



（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　　　　　148,553千株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　　　　     56千株

３．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 371 2.50  平成20年３月31日  平成20年６月30日
利益剰余

金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　
塗料事業
（百万円）

蛍光色材
事業
（百万円）

照明機器
事業
（百万円）

その他
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 18,158 362 2,411 835 21,768 － 21,768

(2）セグメント間の内部売上高 55 72 0 169 299 (299) －

計 18,214 435 2,412 1,005 22,067 (299) 21,768

営業利益（△営業損失） 364 39 172 46 622 (685) △63

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　
塗料事業
（百万円）

蛍光色材
事業
（百万円）

照明機器
事業
（百万円）

その他
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 34,629 740 4,250 1,699 41,319 － 41,319

(2）セグメント間の内部売上高 93 130 1 317 542 (542) －

計 34,722 871 4,251 2,017 41,862 (542) 41,319

営業利益（△営業損失） 894 68 133 88 1,184 (1,313) △129

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質及び販売の類似性を考慮し、塗料、蛍光色材、照明機器、その他に区分しており

ます。

２．各事業の主要な製品

(1）塗料事業………………塗料

(2）蛍光色材事業…………蛍光色材等

(3）照明機器事業…………店舗用照明機器（主として蛍光ランプ）

(4）その他事業……………塗装工事、機械器具設置工事、塗装機器、リース等

３．会計処理方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．（１）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適

用しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、塗料事業で　

45百万円、蛍光色材事業で１百万円それぞれ減少しております。

　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．（２）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、塗料事業で　　

２百万円減少しております。

　（リース取引に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．（３）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、塗料事業で

40百万円減少しております。
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４．　当第２四半期連結会計期間において、当社がダイア蛍光㈱の株式を取得し、同社が当社の子会社となった

　　ことにより、照明機器事業における資産の金額が 5,657百万円増加しております。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情　　

　報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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（有価証券関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ前連結会計年度の末日に

比べて著しい変動が認められます。　

　

種類

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

取得原価
（百万円）

四半期連結
貸借対照表
計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借
対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1)株式 2,393 3,530 1,136 2,318 3,956 1,638

(2)債券 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

合計 2,393 3,530 1,136 2,318 3,956 1,638

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

　１株当たり純資産額 119.53円 １株当たり純資産額 130.95円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 6.02円

 　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

 ついては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在

 株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 4.02円

 　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

 ついては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在

 株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（百万円） 893 596

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 893 596

期中平均株式数（千株） 148,498 148,497
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20 年11月６日

大日本塗料株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 竹内　毅　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 辻井　健太　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大日本塗料株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大日本塗料株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

追記情報

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度の

当第１四半期連結会計期間よりリース取引に関する会計基準を適用しているため、当該会計基準により四半期連結財務

諸表を作成している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記はレビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提　

　出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

EDINET提出書類

大日本塗料株式会社(E00891)

四半期報告書

30/30


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）ライツプランの内容
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	第２四半期連結会計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

